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教授 准教授 講師 助教 計 ［イ］ ［ロ］

商学科 4 4 0 2 10 7（3） － 経済学関係

国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 6 4 0 0 10 7（3） － 文学関係

（小計） 10 8 0 2 20 14（6） －

［ロ］ －  5(2）

（合計） 10 8 0 2 20 14（6） 5(2） 0 0

［注意］

１．上表の［イ］とは短期大学設置基準第２２条別表第１のイに定める学科の種類に応じて定める教員数

　　（昼間または夜間において授業を行う学科が通信教育をあわせ行う場合には、短期大学通信教育設置

　　基準第９条第２項に定める教員数を含む）をいう。ただし、通信教育学科のみを置く短期大学の場合

　　は、短期大学通信教育設置基準第９条第１項別表第１に定める教員数をいう。

２．上表の［ロ］とは短期大学設置基準第２２条別表第１のロに定める短期大学全体の入学定員に応じて

　　定める教員数をいう。なお、昼間または夜間において授業を行う学科が通信教育をあわせ行う場合に

　　は、短期大学通信教育設置基準第９条第２項に定める教員数を加算して下さい。

３．上表の［イ］および［ロ］の欄の（　）には、短期大学設置基準第２２条別表第１のイの備考第１号

　　に定める教授数を記入して下さい。通信教育学科のみを置く短期大学の場合は、短期大学通信教育設

　　置基準第９条第１項別表第１備考第２号に定める教授数を記入して下さい。

４．上表の助手とは、助手として発令されている教職員をいう。

５．上表の［ハ］とは、助手以外の者で短期大学全体もしくは学科等の教育研究活動に直接従事する教職

　　員（事務職員を除く）をいう（例えば副手、補助職員、技術職員等）。
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